
国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険

障害年⾦のお知らせ

記入してください。

改正のポイント
１．聴覚の障害

新規に障害年⾦を請求する⽅の⼀部について、他覚的聴⼒検査
などを⾏うこととします。

２．⾳声⼜は⾔語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年⾦の対象障害
として明⽰し、また、障害の状態を判断するための検査結果など
を参考として追加するなどの⾒直しを⾏います。

平成27年６⽉１⽇から
障害年⾦の「聴覚の障害」及び「⾳声⼜は⾔語
機能の障害」の認定基準を⼀部改正します

不明な点は、⽇本年⾦機構の年⾦事務所へお問い合わせください。

1 ．聴覚の障害

▶新規に障害年⾦を請求する⽅の⼀部について、他覚的聴⼒検査
などを⾏うこととします。
聴覚の障害による障害年⾦を受給していない⽅が、１級（両⽿の聴⼒レベ
ルが100デシベル以上）の障害年⾦を請求する場合には、オージオメータ
による検査に加えて、聴性脳幹反応検査（ＡＢＲ）などの他覚的聴⼒検査
⼜はこれに相当する検査も⾏うこととします。

⽇本年⾦機構の年⾦事務所の連絡先は、
⽇本年⾦機構ホームページ（全国の相談・⼿続窓⼝）でご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/

●年⾦の基礎知識、全国の年⾦事務所の所在地と電話番号などがご覧いただけます。

全国の窓⼝ ⽇本年⾦機構 検 索



＜構⾳障害、⾳声障害、聴覚障害による障害＞
発⾳不能な語⾳について確認するほか、発⾳に関する検査（例えば「語⾳
発語明瞭度検査」など）が⾏われた場合は、その結果も参考にします。

＜失語症＞
⾳声⾔語の障害（話す・聞く）の程度について確認するほか、失語症に
関する検査（例えば「標準失語症検査」など）が⾏われた場合は、その
結果も参考にします。
注︓ ⾳声⾔語の障害と⽐較して、⽂字⾔語の障害（読み書き）の程度が重い場合

には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

2 ．⾳声⼜は⾔語機能の障害

▶各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解すること
の障害」を明⽰するとともに、表現の明確化を⾏います。

▶障害の状態を判断するための参考を追加します。

障害の程度 障 害 の 状 態

２ 級
発⾳に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することの
どちらか⼜は両⽅がほとんどできないため、⽇常会話が誰とも成⽴
しないものをいう。

３ 級
話すことや聞いて理解することのどちらか⼜は両⽅に多くの制限が
あるため、⽇常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、⾒当
をつけることなどで部分的に成り⽴つものをいう。

障害⼿当⾦
話すことや聞いて理解することのどちらか⼜は両⽅に⼀定の制限が
あるものの、⽇常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り
⽴つものをいう。

▶⾳声⼜は⾔語機能の障害と他の障害の併合認定について規定
します。
⾳声⼜は⾔語機能の障害と他の障害の状態を併せて認定される場合（併合認定）
の代表的な例を追加します。

【 併合認定の代表的な例 】（②を追加）
① 構⾳障害 ＋「聴覚の障害」または「そしゃく・嚥下機能の障害」
② 失 語 症 ＋「肢体の障害」または「精神の障害（⾼次脳機能障害）」
注１︓併合する各障害の程度によっては、上位等級にならない場合もあります。
注２︓上記②に該当する場合は、

別途診断書（「肢体の障害」⽤または「精神の障害 」⽤）を提出する
必要があります。
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